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平成２８年４月１日 

 

 

 （公社）岡山県医師会長 

 （一社）岡山県病院協会長   殿 

   

 

                岡山県保健福祉部長 

 

 

予防接種実施規則第５条の２第２項に基づき行われる児童相談所長等の予防接種に係る 

同意について 

 

 このことについて、厚生労働省健康局長等から、別添のとおり通知がありましたので、御

了知いただきますようよろしくお願いします。 

なお、各保健所・保健所支所から周知を図ることとしておりますが、貴会におかれまして

も、会員への周知について御配慮くださいますようお願いします。 

 また、本通知は、「岡山県保健福祉部からの医療安全情報等のお知らせ」にてご覧になれ

ます。 

記 

 

○送付書類 

・予防接種実施規則第５条の２第２項に基づき行われる児童相談所長等の予防接種に係る同

意について 

平成28年3月31日付け健発0331第24号 等厚生労働省健康局長等通知 

  

 岡山県保健福祉部からの医療安全情報等のお知らせ 

   http://www.pref.okayama.jp/hoken/hohuku/tuuchi/top.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡山県保健福祉部健康推進課感染症対策班

             芦田

  〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6

    Tel.086-226-7331

             Fax.086-225-7283



 

 

 

  健発０３３１第２４号 

雇児発０３３１第７号 

障発０３３１第１４号 

平成２８年３月３１日 

 

     都 道 府 県 知 事 

  各  指 定 都 市 市 長  殿 

     児童相談所設置市市長 

 

厚 生 労 働 省 健 康 局 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

予防接種実施規則第５条の２第２項に基づき行われる児童相談所長等の予防接種に係る 

同意について 

 

標記について、予防接種実施規則の一部を改正する省令（平成 28年厚生労働省令第 62

号）が、本年４月１日から施行されることに伴い、小規模住居型児童養育事業を行う者又

は里親、児童相談所長又は児童福祉施設の長（以下「児童相談所長等」という。）が予防接

種に係る同意を行う場合の運用について、下記のとおりとしたので、御了知の上、貴管内

の児童相談所並びに市町村（保健所を設置する市及び特別区を含む。）及び児童福祉施設等

の関係機関に対して周知を図るとともに、その実施に遺漏なきを期されたい。 

なお、この通知においては、平成 28年４月１日以後の予防接種実施規則（昭和 33年厚生省令

第 27号）を「実施規則」と略称する。 

また、公益社団法人日本医師会に対し、本件に係る協力を依頼していることを申し添え

る。 

 

記 

 

１ 予防接種に係る同意の原則 

予防接種の実施に当たっては、予防接種の有効性・安全性、予防接種後の通常起こり

得る副反応及びまれに生じる重い副反応並びに予防接種健康被害救済制度について、被



 

 

 

接種者又はその保護者から、事前に理解を得る必要があるため、被接種者又はその保護

者から文書による同意を得なければならないとされている（実施規則第５条の２第１項）。 

そのため、小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている児童、児童

福祉施設に入所している児童又は児童相談所長による一時保護を加えられている児童に

対する予防接種に係る同意について、児童相談所長等は、保護者への電話連絡、同意文

書の郵送又は保護者宅への訪問等により、可能な限り保護者から文書による同意を得る

よう努めること。 

なお、接種の機会ごとに保護者の文書による同意を得ることが困難であることが想定

される場合には、児童相談所又は児童福祉施設において、保護者の包括的な同意文書を

事前に取得しておくことは差し支えないこと。 

 

２ 長期間にわたり被接種者の保護者と連絡をとることができない場合の例 

実施規則第５条の２第２項に規定する「長期間にわたり当該被接種者の保護者と連絡

をとることができないことその他の事由により当該被接種者の保護者の同意の有無を確

認することができないとき」とは、例えば、以下に掲げる場合をいうこと。 

ア １～２か月間程度、毎週、保護者へ電話連絡又は同意文書の送付をしても回答がな

く、児童相談所等の関係機関や親族等からの協力を得てもなお保護者の同意の有無が

確認できない場合 

イ １～２か月間程度、複数回、保護者宅への訪問等を行っても、一度も面会ができず、

児童相談所等の関係機関や親族等からの協力を得てもなお保護者の同意の有無が確認

できない場合 

なお、被接種者の保護者が居住不明である場合は、当該被接種者に対し親権を行う児

童相談所長又は児童福祉施設の長が、実施規則第５条の２第１項に基づき文書による同

意をすることができること。 

また、被接種者の保護者が、予防接種の実施に対して反対している場合は、保護者の

同意の有無が確認できない場合に該当せず、児童相談所長等が保護者に代わって同意を

することはできないこと。ただし、虐待又は悪意の遺棄があるときその他保護者による

親権の行使が困難又は不適当であることにより児童又は児童以外の満20歳に満たない者

の利益を害する場合は、当該保護者について親権喪失又は親権停止の対象となり得るた

め、児童相談所長が、親権喪失又は親権停止の申立てと併せて、保全処分の申立てをし、

親権者の職務執行停止及び職務代行者の選任の手続をとることにより、職務代行者たる

児童相談所長が同意をすることが可能であること。 

 

  



 

 

 

【参照条文】 

 

○ 予防接種法（昭和二十三年法律第六十八号）（抄） 

（定義）  

第二条 （略） 

２～６ （略） 

７ この法律において「保護者」とは、親権を行う者又は後見人をいう。 

 

（市町村長が行う予防接種）  

第五条 市町村長は、Ａ類疾病及びＢ類疾病のうち政令で定めるものについて、当該市町

村の区域内に居住する者であって政令で定めるものに対し、保健所長（特別区及び地域

保健法 （昭和二十二年法律第百一号）第五条第一項 の規定に基づく政令で定める市（第

十条において「保健所を設置する市」という。）にあっては、都道府県知事）の指示を受

け期日又は期間を指定して、予防接種を行わなければならない。  

２ 都道府県知事は、前項に規定する疾病のうち政令で定めるものについて、当該疾病の

発生状況等を勘案して、当該都道府県の区域のうち当該疾病に係る予防接種を行う必要

がないと認められる区域を指定することができる。  

３ 前項の規定による指定があったときは、その区域の全部が当該指定に係る区域に含ま

れる市町村の長は、第一項の規定にかかわらず、当該指定に係る疾病について予防接種

を行うことを要しない。 

 

（予防接種を行ってはならない場合）  

第七条 市町村長又は都道府県知事は、第五条第一項又は前条第一項若しくは第三項の規

定による予防接種を行うに当たっては、当該予防接種を受けようとする者について、厚

生労働省令で定める方法により健康状態を調べ、当該予防接種を受けることが適当でな

い者として厚生労働省令で定めるものに該当すると認めるときは、その者に対して当該

予防接種を行ってはならない。 

 

 

○ 予防接種法施行規則（昭和二十三年厚生省令第三十六号）（抄） 

（予防接種の対象者から除かれる者）  

第二条 予防接種法施行令 （昭和二十三年政令第百九十七号。以下「令」という。）第一条の三

第一項本文及び第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。  

一 当該予防接種に相当する予防接種を受けたことのある者で当該予防接種を行う必要がな

いと認められるもの  

二 明らかな発熱を呈している者  

三 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者  

四 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあること

が明らかな者  

五 麻しん及び風しんに係る予防接種の対象者にあっては、妊娠していることが明らかな者  

六 結核に係る予防接種の対象者にあっては、結核その他の疾病の予防接種、外傷等による

ケロイドの認められる者  

七 肺炎球菌感染症（高齢者がかかるものに限る。）に係る予防接種の対象者にあっては、当

該疾病に係る法第五条第一項 の規定による予防接種を受けたことのある者  



 

 

 

八 第二号から第六号までに掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者 

 

 

○ 予防接種実施規則（昭和三十三年厚生省令第二十七号）（抄） 

（健康状態を診断する方法）  

第四条 法第七条に規定する厚生労働省令で定める方法は、問診、検温及び診察とする。 

 

（説明と同意の取得）  

第五条の二 予防接種を行うに当たっては、あらかじめ被接種者又はその保護者に対して、

予防接種の有効性及び安全性並びに副反応について当該者の理解を得るよう、適切な説

明を行い、文書により同意を得なければならない。 

２ 被接種者が次の各号のいずれかに該当する場合であって、それぞれ当該各号に定める

者が長期間にわたり当該被接種者の保護者と連絡をとることができないことその他の事

由により当該被接種者の保護者の同意の有無を確認することができないとき（保護者の

あるときに限る。）は、当該被接種者の保護者に代わって、それぞれ当該各号に定める者

が前項の同意をすることができる。 

一 児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第二十七条第一項第三号の規定によ

り同法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第六

条の四第一項に規定する里親（以下この号において「里親等」という。）に委託されて

いる場合 当該里親等 

二 児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設（以下この号において「児童福祉

施設」という。）に入所している場合 当該児童福祉施設の長 

三 児童福祉法第三十三条第一項又は第二項の規定により児童相談所長による一時保護

が加えられている場合 当該児童相談所長 

 

（予防接種を受けることが適当でない者）  

第六条 法第七条に規定する厚生労働省令で定める者は、予防接種法施行規則（昭和二十

三年厚生省令第三十六号）第二条第二号から第八号までに掲げる者とする。 

 

 

○ 児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）（抄） 

第三十三条の二 児童相談所長は、一時保護を加えた児童で親権を行う者又は未成年後見

人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行

う。ただし、民法 （明治二十九年法律第八十九号）第七百九十七条 の規定による縁組

の承諾をするには、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なけ

ればならない。  

２ 児童相談所長は、一時保護を加えた児童で親権を行う者又は未成年後見人のあるもの

についても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童の福祉のため必要な措置をとること

ができる。 

 

第三十三条の七  児童又は児童以外の満二十歳に満たない者（以下「児童等」という。）の

親権者に係る民法第八百三十四条 本文、第八百三十四条の二第一項、第八百三十五条又

は第八百三十六条の規定による親権喪失、親権停止若しくは管理権喪失の審判の請求又

はこれらの審判の取消しの請求は、これらの規定に定める者のほか、児童相談所長も、



 

 

 

これを行うことができる。 

 

第四十七条 児童福祉施設の長は、入所中の児童等で親権を行う者又は未成年後見人のな

いものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。た

だし、民法第七百九十七条 の規定による縁組の承諾をするには、厚生労働省令の定める

ところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。  

２ 児童相談所長は、小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託中の児童等で親

権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人がある

に至るまでの間、親権を行う。ただし、民法第七百九十七条 の規定による縁組の承諾を

するには、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければなら

ない。  

３ 児童福祉施設の長、その住居において養育を行う第六条の三第八項に規定する厚生労

働省令で定める者又は里親は、入所中又は受託中の児童等で親権を行う者又は未成年後

見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童等の福祉のため必要

な措置をとることができる。 

 

○民法（明治二十九年法律第八十九号）（抄） 

（親権喪失の審判） 

第八百三十四条  父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親

権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家

庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、

その父又は母について、親権喪失の審判をすることができる。ただし、二年以内にその

原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでない。  

 

（親権停止の審判） 

第八百三十四条の二  父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の

利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人

又は検察官の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をすることができる。  

２  （略） 

 

○家事事件手続法（平成二十三年五月二十五日法律第五十二号）（抄） 

（親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判事件を本案とする保全処分）  

第百七十四条 家庭裁判所（第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所。以下この条

及び次条において同じ。）は、親権喪失、親権停止又は管理権喪失の申立てがあった場合

において、子の利益のため必要があると認めるときは、当該申立てをした者の申立てに

より、親権喪失、親権停止又は管理権喪失の申立てについての審判が効力を生ずるまで

の間、親権者の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任することができる。 

２～４ （略） 

 


